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序　　　　　文

　アルゼンティン共和国は1989年のメネム政権誕生以降、同国北西部地域を「世界最後の鉱業フロ

ンティア」と位置づけ、積極的な鉱業振興・外資導入策を展開しています。

　一方、鉱業活動に伴う公害への対策は、鉱産国の多くでは地域社会への影響が出現した時点で

初めて対策が講じられることが多く、膨大な費用を要していますが、開発初期の段階から事前に

公害対策を講じることができれば、鉱業地帯の河川を水源として利用している地域住民の健康被

害を未然に防止できるようになります。

　同国政府は、鉱業振興政策の推進とともに環境保全の重要性を認識し、鉱山公害防止管理技術

の分野における人材育成をめざす研究所を同地域のサンファン州に設立することを計画し、我が

国にプロジェクト方式技術協力による協力を要請してきました。

　これを受け我が国は1998年５月から４年間の協力期間にて「鉱山公害防止対策研究センター」プ

ロジェクトを開始しました。

　国際協力事業団は、本プロジェクトが2000年５月に活動期間の中間期を迎えたことから、プロ

ジェクトの活動実績、管理運営状況、カウンターパートへの技術移転状況等に関し、当初計画の

達成度を把握し、評価５項目（効率性、目標達成度、インパクト、妥当性、自立発展性）に基づい

て分析・評価を行うべく、運営指導調査団を派遣しました。そしてその結果アルゼンティン側と

合意のうえで中間評価調査表を作成し、その内容を後半期のプロジェクト運営に反映させるべく

協議を行いました。

　本報告書は、同調査団の調査結果を取りまとめたものです。ここに、本調査団の派遣に関しご

協力いただいた、日本並びにアルゼンティン両国の関係各位に対し、深甚なる謝意を表するとと

もに、あわせて今後の支援をお願いする次第です。

　2000年９月

国際協力事業団

　鉱工業開発協力部

部 長 　 林 　 典 伸
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第１章　運営指導調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的

　アルゼンティン共和国は1989年のメネム政権誕生以降、同国北西部地域を「世界最後の鉱業フロ

ンティア」と位置づけ、積極的な鉱業振興・外資導入策を展開している。

　鉱業活動に伴う公害への対策は、鉱産国の多くでは地域社会への影響が出現した時点ではじめ

て対策が講じられることが多く、膨大な費用を要している。開発初期の段階から事前に公害対策

を講じることによって、鉱業地帯の河川を水源として利用している地域住民の健康被害を未然に

防止できるようになる。

　同国政府は、鉱業振興と環境保全の重要性を認識し、公害防止管理技術の分野における人材育

成をめざす研究所を同地域のサンファン州に設立することを計画し、我が国にプロジェクト方式

技術協力による協力を要請してきた。

　JICAは1998年５月から４年間の協力期間にて「鉱山公害防止対策研究センター」プロジェクトを

開始した。

　本調査では本プロジェクトが2000年５月に活動期間の中間期を迎えたことから、現時点での活

動評価を行う。プロジェクトの活動実績、管理運営状況、カウンターパート（以下C/P）への技術移

転状況等に関し、当初計画達成度を把握し、評価５項目（効率性、目標達成度、インパクト、妥当

性、自立発展性）に基づいて分析・評価を行った。その後アルゼンティン側と合意のうえで中間評

価調査表を作成し、その内容を後半期のプロジェクト運営に反映させるべく協議を行った。

１－２　調査団の構成

氏　　名 担 当 分 野 所　　　　　属

加藤　正明 団長・総括
国際協力事業団　鉱工業開発協力部　鉱工業開発協力

第二課　課長

高田　和雄 技術協力計画
通商産業省　環境立地局　鉱山保安課

鉱害防止業務班長

津田　和康 技術移転計画
(財)国際鉱物資源開発協力協会　国際協力本部

国際協力課　主任

坂本　　宏 鉱山公害
秋田県立大学　システム科学技術学部

経営システム工学科　教授

吉田　　徹 プロジェクト運営管理
国際協力事業団　鉱工業開発協力部　鉱工業開発協力

第二課　職員

中村　正司
評価分析

（コンサルタント）
三井金属資源開発株式会社
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１－３　調査日程

日順 月日（曜日） 日　　　　程 宿　泊　地

コンサルタント（評価分析）

１ ７月 30 日(日) 移動（成田発→） 機中泊

２ 31 日(月) 移動（→Sao Paolo 着）

移動（Sao Paolo 発→Buenos Aires 着）

午後　JICA 事務所打合せ

Buenos Aires

３ １日(火) 移動（Buenos Aires 発→San Juan 着）

午前　CIPCAMI 表敬

午後　評価作業

San Juan

４ ２日(水) 評価作業 San Juan
５ ３日(木) 評価作業 San Juan
６ ４日(金) 評価作業 San Juan
７ ５日(土) プロジェクトサイト視察 San Juan
８ ６日(日) 評価結果取りまとめ San Juan
９ ７日(月) 評価作業

移動（San Juan 発→Buenos Aires 着）

Buenos Aires

10 ８日(火) JICA 事務所報告

移動（Buenos Aires 発→）

機中泊

11 ９日(水) 移動（→JFK 着）

　　（JFK 発→）

機中泊

12 10 日(木) 移動（→成田着） －

官　　団　　員

１ ８月 27 日(日) 移動（成田発→） 機中泊

２ 28 日(月) 移動（→Sao Paolo 着）

移動（Sao Paolo 発→Buenos Aires 着）

Buenos Aires

３ 29 日(火) 午前　JICA 事務所打合せ

午後　日本大使館表敬、経済省工業・商業・鉱業庁表敬

移動（Buenos Aires 発→San Juan 着）

San Juan

４ 30 日(水) サンファン州政府、CIPCAMI 表敬、専門家との打合せ San Juan
５ 31 日(木) 協議（中間評価結果確認） San Juan
６ ９月 １日(金) 協議（今後のプロジェクト計画） San Juan
７ ２日(土) プロジェクトサイト視察 San Juan
８ ３日(日) ミニッツ案作成 San Juan
９ ４日(月) 協議（ミニッツ案確認）、セミナー開催（鉱害防止積立金制度） San Juan
10 ５日(火) ミニッツ締結

移動（San Juan 発→Buenos Aires 着）

Buenos Aires

11 ６日(水) 評価結果取りまとめ、報告書作成、日本大使館報告 Buenos Aires
12 ７日(木) JICA 事務所報告

移動（Buenos Aires 発→Sao Paolo 着）

機中泊

13 ８日(金) 移動（Sao Paolo 発→） 機中泊

14 ９日(土) 移動（→成田着） －



調査・協議項目
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対　処　方　針 調 査 ・ 協 議 結 果 概 要

１　中間評価

１－１　目的

１－２　方法

１－３　手順

　協力期間４年間の半ばである現時点におい

て、評価５項目（効率性、目標達成度、インパク

ト、妥当性、自立発展性）の観点から現行のプロ

ジェクトの計画内容及び実施状況が適当である

か否かを検討する。その結果を踏まえ、必要に

応じて今後の計画内容、実施体制の見直しの要

否について提言を行う。

　PCM手法による評価を行う。これは以下の５

項目の観点で評価を行い、結論、提言、教訓を

導き出すものである。

（１） 効率性

（２） 目標達成度

（３） インパクト

（４） 妥当性

（５） 自立発展性

　今次の中間評価の作業は大きく分けて次の２

項目からなる。

　評価５項目（効率性、目標達成度、インパク

ト、妥当性、自立発展性）の観点から現行のプ

ロジェクトの計画内容及び実施状況が適当で

あるか否かを検討した。５項目評価結果は以

下のとおり。

目標達成度の低さについて以下の提言を行

い、ミニッツに記載した。

・C/Pのより効果的な能力向上のため、３技

術移転分野の相互の交流を、日常的な連

携及び研修実習の交換をすることにより

促進する。

・日本人専門家は技術移転内容を計画に基

づいて前もって書面に記載し、効率的な

技術移転に努める。

・研修コース開講に使用できるために教科

書（マニュアル）を補強する。

　また自立発展性確保のため、アルゼンティ

ン側作成の「中期計画」を高く評価するととも

に、以下の２点の重要性を確認し、その旨ミ

ニッツに記載した。

・水質保全管理技術者資格の法制化

・受託分析による自己収入源確保のための

能力向上

　PCM手法による評価を行った。５項目の観

点で評価を行い導き出された、結論、提言、

教訓は以下のとおり。

（１） 効率性

　やや低い。

（２） 目標達成度

　低い。

（３） インパクト

　小さい

（４） 妥当性

　高い。

（５） 自立発展性

　適切。

　左記の手順に従い中間評価作業を実施し

た。

第２章　調査・協議結果概要
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対　処　方　針 調 査 ・ 協 議 結 果 概 要

１．コンサルタント団員（評価分析）が派遣

前、派遣中に評価のための情報を収集し、

帰国後調査結果を取りまとめ、他の団員へ

報告する。

２．官団員が報告を受けた評価結果の内容に

つきアルゼンティン側と協議し、合意を得

る。

　なお、詳細は以下のとおり。

１．コンサルタント（評価分析）

（１） 派遣前

１）　中間評価用PDM案（PDM）を作成す

る。

２）　以下の資料を基に評価グリッドを作成

する。

・活動計画諸表〔活動計画（PO）、

　年間活動計画（APO）〕

・四半期報告書

・モニタリング・評価作成要領

・第１～３回モニタリング調書

・各種調査団報告書

・その他

（２） 派遣中

１）　専門家、C/P、鉱山鉱害防止対策研究

センター（CIPCAMI）に対するインタ

ビューを行う。

２）　関連データを収集する。

（３） 帰国後

　官団員に中間評価結果の報告を行う。そ

の際、以下の資料を成果品として提出す

る。

１）　評価グリッド

２）　中間評価表案

２．官団員

（１） 派遣前の作業

　コンサルタント団員からの報告を受け、

中間評価案の修正の要否につき検討する。

（２） 派遣中の作業

　必要に応じ、さらに情報収集を行い、中

間評価表案に修正を行い、アルゼンティン

側と内容の確認を行ったうえで、ミニッツ

に添付する。
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対　処　方　針 調 査 ・ 協 議 結 果 概 要

１－４

中間評価用PDM

１－４－１－１

プロジェクトの

概要

プロジェクト目

標

１－４－１－２

プロジェクトの

概要

活動

　本プロジェクトでは、実施協議調査時にPDM
を作成した。中間評価を行うにあたっては、こ

れまでに実施してきたプロジェクト活動及び計

画を網羅し、整理し直した「中間評価用P D M
（PDMe）」を作成する必要がある。現行PDMを

以下のとおり修正し、中間評価用PDMとして中

間評価表に添付する。

　「水質保全管理技術者」資格の位置づけ、資格

取得要件について、プロジェクト案を確認し、

必要であれば修正し、PDMのアネックスとす

る。

「0-5 モニタリングを実施する」を追加する。

変更理由：６か月に１回モニタリングを実施し

ているため。

「2-1 水質分析用試料採取手法を導入する」

「2-2 水質測定・分析技術を導入し、マニュアル

を作成する」

変更理由：水質測定、分析技術を含んだ化学分

析分野のマニュアルを作成するため。

「2-3 鉱石分析技術を導入する」

「2-4 鉱山・選鉱場廃水処理技術の適応性試験を

実施し、結果の解析・評価に基づきマニュアル

を作成する」

変更理由：技術指導指針の位置づけが明確でな

かったため、鉱石分析技術も含んだ廃水処理分

野のマニュアルを作成することで位置づけを整

理するため。

　現行PDMを以下のとおり修正し、中間評価

用PDMとして中間評価表に添付した。

　「水質保全管理技術者」資格の位置づけ、資

格取得要件について、その法制化が自立発展

性確保に重要であることを日本・アルゼン

ティン双方で確認し、その旨ミニッツに記載

した。

　対処方針のとおりで合意し、PDMに記載し

た。

「2-1 水質分析用試料採取手法を導入し、マ

ニュアルを作成する」

「2-2 水質測定・分析技術を導入し、マニュア

ルを作成する」

理由：プロジェクトチームより活動計画及び

モニタリングが上記に基づいて行われてお

り、変更により混乱が生じるため変更しない

よう依頼があったため。

「2-3 鉱石分析技術を導入し、マニュアルを作

成する」

「2-4 鉱山・選鉱場廃水処理技術の適応性試験

を実施し、結果の解析・評価に基づき技術指

導指針を作成する」

理由：プロジェクトチームより活動計画及び

モニタリングが上記に基づいて行われてお

り、変更により混乱が生じ、また技術指導指

針作成は予定どおりのため、変更しないよう

依頼があったため。
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対　処　方　針 調 査 ・ 協 議 結 果 概 要

１－４－２－１

指標

上位目標

１－４－２－２

指標

プロジェクト目

標

１－４－２－３

指標

成果

１－４－３－１

指標入手手段

上位目標

「2-5 発生源対策技術（金鉱の環境配慮型選鉱製

錬）の適応性試験を実施し、結果の解析・評価に

基づきマニュアルを作成する」

変更理由：技術指導指針の位置づけが明確でな

かったため、また選鉱製錬分野のマニュアルを

作成することで位置づけを整理するため。

「2-6 研修員を日本に派遣する」を削除する。

変更理由：投入であり、活動に記載されるもの

ではないため。

「１．本センターの人材養成事業における最低６

州からの参加・研修修了状況」

変更理由：人材養成事業の実施状況を具体的か

つ明確にするため。

「１．水質保全管理技術者養成状況」

変更理由：技術サービスの内容を明確化にする

ため。また、プロジェクト目標は「養成できるよ

うになる」との表現をしており、これらの指標と

してあげられる研修実施状況は成果４の指標と

する。

「0-1 モニタリング結果」を追加する。

変更理由：活動として「0-5 モニタリングを実施

する」を追加するため。

「2-2 ３分野マニュアル作成状況」

変更理由：マニュアルに呼称を統一するため

「2-3 技術コンサルタント評価結果」を追加す

る。

変更理由：プロジェクトチームでアルゼンティ

ンの技術コンサルタントを活用し、CIPCAMI
の技術レベルを評価させたい意向があるため。

「研修実施記録」

変更理由：セミナー、技術相談、巡回指導、受

託試験、受託分析は「水質保全管理技術者養成」

とは関連がないため。

「2-5 発生源対策技術（金鉱の環境配慮型選鉱製

錬）の適応性試験を実施し、結果の解析・評価

に基づき技術指導指針を作成する」

理由：プロジェクトチームより活動計画及び

モニタリングが上記に基づいて行われてお

り、変更により混乱が生じ、また技術指導指

針作成は予定どおりのため、変更しないよう

依頼があったため。

　対処方針のとおりで合意し、PDMに記載し

た。

「１．本センターの人材養成事業における最低

６州からの参加・研修修了状況」

変更理由：人材養成事業の実施状況を具体的

かつ明確にするため。

　対処方針のとおりで合意し、PDMに記載し

た。

　対処方針のとおりで合意し、PDMに記載し

た。

「2-2 技術適用マニュアル整備状況」

理由：プロジェクトチームより活動計画及び

モニタリングが上記に基づいて行われてお

り、変更により混乱が生じるため、変更しな

いよう依頼があったため。

　対処方針のとおりで合意し、PDMに記載し

た。

　対処方針のとおりで合意し、PDMに記載し

た。
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対　処　方　針 調 査 ・ 協 議 結 果 概 要

１－４－３－２

指標入手手段

プロジェクト目

標

１－４－３－３

指標入手手段

成果

２　懸案事項

２－１

水質保全管理技

術者について

２－２

C/Pの配置につ

いて

「１．水質保全管理技術者養成記録」

「２．サンファン州当局資料」

変更理由：1-4-2-2 －指標－プロジェクト目標

にて指標を変更するため。

「0-2 モニタリング調書」を追加する。

変更理由：1-4-2-3-指標-成果にて「0-1 モニタ

リング結果」を追加するため。

「2-2 マニュアル作成記録」

変更理由：マニュアルに呼称を統一するため。

「2-3 技術コンサルタント評価結果」を追加す

る。

変更理由：1-4-2-3-指標-成果にて「2-3 技術コ

ンサルタント評価結果」を追加するため。

「水質保全管理技術者」資格を、同資格研修コー

ス開講時期までにサンファン州公認資格とする

よう同州経済省に申し入れる。また同時に鉱業

関連事業所には有資格者の配置を法制化するよ

う申し入れる。

　これらの措置をとることをアルゼンティン側

と合意し、ミニッツに記載する。

　左記の資格取得要件の妥当性を協議し、必要

であれば帰国後国内委員会に諮問する。

　2000年８月７日時点での配置は以下のとお

り。以下の配置について、妥当性を確認する。

中間評価結果で、政権交代による再配置が「目標

達成度」の評価に悪影響を及ぼしたことに言及

し、今後はプロジェクト終了までの継続配置を

強く申し入れ、アルゼンティン側と合意しミ

ニッツに記載する。

（選鉱製錬分野４名）

Ms. Helena Jorgelina CORNEJO
Ms. Estela Celina Herrera
Mrs. Amelia Mabel MORA
Ms. Blanca Rosa Pereyra

（廃水処理技術分野３名）

Mr. Emilio Javier Bernal Alisia
Ms. Nelly Mabel Nieto
Ms. Guitierrez Sandra

　対処方針のとおりで合意し、PDMに記載し

た。

　対処方針のとおりで合意し、PDMに記載し

た。

　対処方針のとおりで合意し、PDMに記載し

た。

　対処方針のとおりで合意し、PDMに記載し

た。

「水質保全管理技術者」資格の法制化の重要性

を日本・アルゼンティン双方で確認し、その

旨ミニッツに記載した。

　また、帰国後国内委員会を開催し妥当性を

諮問する。

　左記の配置について、中間評価結果で、政

権交代による再配置が「目標達成度」の評価に

悪影響を及ぼしたことに言及し、今後はプロ

ジェクト終了までの継続配置を強く申し入

れ、アルゼンティン側と合意しミニッツに記

載した。
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対　処　方　針 調 査 ・ 協 議 結 果 概 要

２－３

フェーズ２につ

いて

３．

今後の活動計画

３－１

PDM

３－２

活動計画（PO）

年 間 活 動 計 画

（APO）

（化学分析分野５名）

Ms. Stella Marys Lopez
Ms. Graciela Alejandra Davila
Ms. Noriega Sandra Edith
Ms. Guitierrez Aida Rosa
Ms. Albors Graciela Edith

（鉱山公害防止行政）

Mr. Horacio Marcelo CONTI（所長）

Mr. Horacio Puigdomenech

（業務調整）

Mr. Ricardo E. Rossi

　本プロジェクト終了（2002年４月）後、「水質汚

濁、土壌汚染、大気汚染に係る鉱害防止管理技

術者養成」に関し、日本の協力を要請したい意向

であり、本年度プロジェクト方式技術協力の要

請書が提出される予定である。

　2002年度前半開始のための2001年度実施協議

調査団派遣（R/D締結）の日本側予算状況は非常

に厳しく、2001年度実施協議調査団派遣の可能

性は非常に低いことを説明する。

　プロジェクトの概要（活動）、指標及び指標入

手手段を上記の当方案のとおり修正すべく、ア

ルゼンティン側と協議し、合意した結果を今後

のプロジェクト計画に係るPDM（Ver. 2）として

ミニッツに添付する。

　PO、APOをミニッツに添付する。

　フェーズ２については、帰国後要請接到次

第検討する旨説明した。なお、2002年度前半

開始のための2001年度実施協議調査団派遣（R/
D締結）の日本側予算状況は非常に厳しく、

2001年度実施協議調査団派遣の可能性は非常

に低いことをコメントした。

　プロジェクトの概要（活動）、指標及び指標

入手手段をアルゼンティン側と協議し、合意

した結果を今後のプロジェクト計画に係る

PDM（Ver. 2）としてミニッツに添付した。

　PO、APOをミニッツに添付した。
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対　処　方　針 調 査 ・ 協 議 結 果 概 要

３－３－１－１

投入

日本側投入

専門家派遣

３－３－１－２

機材供与

３－３－１－３

研修員受入

　以下について確認し、投入実績とともにミ

ニッツに添付する。

　現在派遣中及び派遣予定（要請接）の専門家は

以下のとおり。

１．長期

チーフアドバイザー（～2002．６）

業務調整（～2002．４）

廃水処理技術（～2002．６）

化学分析技術（～2002．６）

選鉱・製錬技術（～2002．６）

２．短期

有機分析装置による有機的複合分析の

指導（2000．10～12）

活性汚泥法技術の指導（2000．10～11）

　今後供与予定の機材は以下のとおり。以下に

ついて確認し、投入実績とともにミニッツに添

付する。

（2000年度）

・粉砕室集塵装置

・殿物繰り返し中和法実験設備

・硬水軟水変換装置

・落射蛍光顕微鏡

・落射蛍光顕微鏡写真装置

（2001年度）

・イオン電極

・チューブポンプ

・白金坩堝

（2002年度）

　なし

　2000年度受入決定の研修員は以下のとおり。

以下について確認し、また2001、2002年度の要

望を聴取し、投入実績とともにミニッツに添付

する。

（鉱山公害防止行政　2000．11）

Mr. Horacio Marcelo Conti
（化学分析　2001．02）

Ms. Graciela Alejandra Davila Reta
また受入予定（要請書未接）は以下のとおり。

（鉱業開発と環境保全）

Mr. Carlos A. Petersen

　左記について確認し、投入実績とともにミ

ニッツに添付した。

　左記について確認し、投入実績とともにミ

ニッツに添付する。

　左記について確認し、また2001、2002年度

の要望を聴取し、投入実績とともにミニッツ

に添付した。
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対　処　方　針 調 査 ・ 協 議 結 果 概 要

３－３－２－１

アルゼンティン

側投入

C/P配置

３－３－２－２

機材

３－３－２－３

予算措置

「2-懸案事項2-2-C/Pの配置について」のとお

り。

　試薬の投入が遅れ、プロジェクトの進捗に重

大な影響を及ぼしている。理由は以下のとお

り。

・CIPCAMI内で予算支出の決裁が終了せ

ず、経済省まで合議している。

・1999年12月の政権交代があり、旧政権の決

算が終了していない。

・試薬購入予定（進捗状況を勘案した適正量の

投入）の把握が適切にされていない。

　試薬投入の遅れが「目標達成度」の評価に悪影

響を及ぼしたことに言及し、今後の対応として

以下を申し入れ、合意内容をミニッツに記載す

る。

　試薬を投入するための予算が確保されている

ことを確認するとともに、自己収入の計画につ

いて聴取する。ローカルコスト支出実績及び計

画をミニッツに添付する。

「2-懸案事項2-2-C/Pの配置について」のとお

り。

　試薬投入の不適切さが「目標達成度」の評価

に悪影響を及ぼしたことに言及し、今後の対

応として以下を申し入れ、合意内容をミニッ

ツに記載した。

・日本人専門家が前広に購入計画を作成し、

アルゼンティン側に連絡する。

　試薬を投入するための予算が確保されてい

ることを確認するとともに、自己収入の計画

について聴取する。ローカルコスト支出実績

及び計画をミニッツに添付した。
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第３章　中間評価

３－１　中間評価方法

（１） PCM (Project Cycle Management)手法による中間評価を実施した。これは、以下の５項

目の観点で評価を行い、結論、教訓、提言を導き出すものである。

１）　コンサルタントが四半期報告書、モニタリング調書等の各種プロジェクト活動報告書及

び中間評価調査表（プロジェクト案）に基づき、評価用PDM及び評価グリッドを作成のう

え、質問票を事前に配布し情報を入手。

２）　プロジェクト（専門家、C/P）が質問票に回答し、また投入実績等資料を作成。

３）　コンサルタントが上記情報に基づき評価グリッドを記入。

４）　コンサルタントがアルゼンティンに赴き、専門家、C/Pへのインタビューを行い、その結

果を評価５項目に従い整理・分析し、同時に評価結果を調査表にまとめる。

５）　コンサルタントから報告された評価結果について、日本側関係者間で検討。

６）　官団員がアルゼンティンに赴き、中間評価調査表案の内容につき、関係者と協議。

７）　アルゼンティン側と合意のうえ、中間評価調査表を完成させ、ミニッツに添付。

（２） 中間評価結果、今後のプロジェクト計画、モニタリング方法、必要に応じてプロジェクト

実施体制について協議し、その結果をミニッツに添付した。

３－２　評価結果（評価５項目・教訓・提言）

３－２－１　実施の効率性

　本項目に対する評価は、「やや低い」との結果を得た。

　その根拠としては、第１に本プロジェクトに係る初期投入の遅れである。具体的には、１）

評価５項目 内　　　　　容

実施の効率性
実施過程における生産性。「投入」が「成果」にどのようにどれだけ転換され

たか。投入された資源の質、量、手段、方法、時期の適切度を検討する。

目標達成度
「成果」によって「プロジェクト目標」がどこまで達成されたか、あるいは達

成される見込みであるかを検討する。

インパクト
プロジェクトが実施されたことにより生ずる直接的、間接的な正負の影響を検

討する。計画当初に予想されなかった影響や効果も含む。

計画の妥当性
「プロジェクト目標」「上位目標」はプロジェクトの目標として意味があるか

検討する。

自立発展性
援助が終了した後も、プロジェクトによる便益が持続されるかどうかを、プロ

ジェクトの自立度を中心に検討する。
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建屋の改修（完了予定：1998年８月→改修完了：1999年４月）、２）機材（選鉱・製錬分野）の本

邦調達（完了予定：1999年４月→調達完了：1999年10月）及び３）C/Pの配置（初期配置：1998年

９月）があげられる。本プロジェクトは、1998年５月から2002年４月までの４年間であるが、

上記理由により、少なくとも６か月の遅れが技術移転の前段階で生じている。

　第２にC/Pの配置が安定的に行われなかったことがあげられる。本邦研修（1998年10月：約

１か月間）を行ったセンター長が1999年12月の政権交代とともに代わり、本センターの運営面

で継続性が損なわれた。また、C/Pの頻繁な解雇・雇用による安定的な配置がなされず、効率

的な技術移転に支障を来した。選鉱・製錬分野では一時、C/Pが全く配置されていない時期も

あった。しかし現在は、R/Dで規定された人数以上のC/Pが配置されており、安定的な配置の

継続がなされれば、効率的かつスピーディな技術移転が行われるものと考える。

　第３に日本側及びアルゼンティン側双方のコミュニケーションの不一致があげられる。特に

本プロジェクトの進捗を遅らせた問題の大きなものの１つとしてあげられた試薬、消耗品等の

調達に関しては、政権交代によるアルゼンティン側ローカルコストの事務手続きの遅れ等も要

因であるが、その根底は、日本側専門家及びアルゼンティン側の中長期的な消費計画に係る相

互理解の不十分さが調達の遅れを招き、それが技術移転の効率性、ひいては技術移転そのもの

に支障を来す結果となった。この点については、今回の調査団による指導により、双方の理解

が十分に深まり、今後の改善が期待される。

　その他、化学分析分野における短期専門家（有機分析分野）の派遣期間が短いため、十分な技

術移転を受けられず、投入機材が有効に活用されていない現状が見受けられた（これには、C/

Pの配置換えによる要因も含まれ、供与機材の操作方法等を直接教えられたC/Pが１名しかい

ない）。

　以上の点から、効率性はやや低いものと評価されるが、1999年12月の政権交代以後、Conti

新センター長のもと、適材適所の考えから、優秀なC/Pの配置がなされ、また試薬等の問題も

改善される方向にあり、何よりも今までの遅れを取り戻そうする日本・アルゼンティン双方の

取り組みに対する熱意に、本プロジェクトの今後の効率的な技術移転がなされるものと大いに

期待を感じる。

３－２－２　目標達成度

　目標達成度は低い。３技術移転分野の活動計画をベースにした活動進捗状況は、廃水処理技

術分野50％、化学分析分野40％、選鉱精錬分野30％である（各分野の専門家からの聞き取りに

よる。中間評価はプロジェクト開始後28か月後に実施されたため、50～60％程度の進捗が理

想値）。

　活動の進捗状況の低さは、各種の初期投入の遅れ、及びC/Pの不安定な配置、試薬の投入の
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不適切さに起因している。

　初期に投入されるべきものとして、アルゼンティン側により行われるべきプロジェクトに使

用される施設の改修がある。これは1998年８月に完了する予定であったが、大幅に遅れ1999

年10月に完了した。このため、日本人専門家は別施設での業務を余儀なくされた。また、本

邦調達の選鉱精錬分野の供与機材の到着が1999年10月で、プロジェクト開始後１年半後とな

り、特に同分野の活動進捗状況の低さの最たる原因となっている。さらに、アルゼンティン側

C/Pの投入も遅れ、技術移転の直接対象となるC/Pの最初の配置は1998年９月であった（廃水処

理分野Mr. Emilio Javier Bernal Alisia）。

　プロジェクト開始後、1999年５月にサンファン州知事選挙が、また同年10月に中央政府大

統領選挙が実施され、ともに同年12月に与野党が入れ替わる政権交代が行われた。その結果、

プロジェクト実施体制として政治職（political appointee）が配置されているプロジェクトダイ

レクター（中央政府経済省工業・商業・鉱業庁鉱業コーディネーター）、同代理（サンファン州

経済大臣）、プロジェクトマネージャー（CIPCAMIセンター長）がすべてかわるとともに、そ

の影響は技術C/Pにまで及び、2000年３月までに10名のうち４名（選鉱精錬２名、化学分析２

名）がC/P職を離れた。その後新規採用で総数は増えたが、同年６月には６名が突然解雇され、

７月に再雇用されるなど不安定な配置が続いており、３技術移転分野の活動進捗を遅らせる原

因となった。

　またアルゼンティン側が負担すべき化学分析に必要な試薬が適切なタイミングで投入されて

おらず、同分野のみならず、試料分析を依頼する廃水処理分野、選鉱精錬分野の活動進捗状況

に影響を及ぼしている。

　技術移転分野の遅れにより、本プロジェクトのプロジェクト目標であるC/Pによる「水質保

全管理技術者養成」のための研修コース開講時期は、現時点では未定である（年間活動計画では

廃水処理分野2000年11月、化学分析分野2001年１月、選鉱精錬分野2000年２月開始予定）。ま

た専門家とC/Pの各々別のインタビューにおいて、研修コース開講に向けた準備状況に関する

認識に違いが見られた（C/Pより専門家のほうが早期の開講時期を想定）。今後は認識共有のた

め、水質保全管理技術者要項に沿った具体的な研修プログラム作成が必要である。

　C/Pの不安定な配置は目標達成の阻害要因となっているが、新政権後の配置は増員、経歴を

重視した配置という側面があり、これらは本プロジェクト実施に有用である。中間評価時の技

術C/P配置は、廃水処理分野３名、化学分析分野４名、選鉱精錬分野５名であり、R/D締結時

に合意された各分野３名より総数として多くなっている。また新センター長は電気化学を専攻

しており、前センター長よりは技術知識に長けており、就任後３分野間で各C/Pの経歴をもと

に配置替えを行った（化学分析分野C/Pの大幅増員は同センター長の受託分析想定を反映）。中

央及び地方とも現政権の任期は４年間であり、本プロジェクト終了時までは現状を維持した配
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置が予想される。

　試薬の投入のタイミング不適切さについて、アルゼンティン側の回答は、１）予算支出決裁

がCIPCAMI内で終了せず、経済省の承認が必要である、２）調達方法が入札の厳正な公平性

を要し、一括した購入分の最低価格ではなく、各試薬ごとに最低価格を採用しないといけな

い、そのために購入に最低３か月程度の時間を要するとのことであった。そのためアルゼン

ティン側は日本人専門家に事前に技術移転計画を書面にて提出するよう強く要請してきている

とのことであり、調査団にもその旨要請があった。この点については、試薬をストックしてお

き必要な時に即時使用できる状況を想定している日本人専門家の認識との違いは非常に大き

かった。中間評価表要約では、提言の中で日本人専門家に計画を記載した書面を技術移転に際

し準備することが必要であるとし、試薬の適切な投入及びより効果的な技術移転を促してい

る。

　日本人専門家へのインタビューでは、今後各種投入（特にC/P配置及び試薬）が適切に実施さ

れれば現時点での遅れをプロジェクト終了予定時期（2002年４月）までに取り戻すことは可能

とのことであった。新政権後の効果的なC/P配置をもとに、今後は日本人専門家が効果的かつ

計画的な活動を実施し、技術移転を加速させていくことが肝要である。

３－２－３　インパクト

　本項目に対する評価は、「低い」との結果を得た。

（正のインパクト）

　その根拠として、サンファン州経済省、鉱山局及びサンファン大学の関係者によれば、セ

ミナーや本プロジェクトで作成した広報用パンフレット等を通じてCIPCAMIの存在は着実

に知られており、各関係機関のCIPCAMIに対する期待感は、並々ならぬものが感じられ

た。事実、1999年６月25日の開所式後、地元学生の見学依頼があり、その後実施された経

緯がある。また、「2000年８月29日にアルゼンティン・チリ鉱業統合条約が、チリ共和国議

会にて批准され、発効される」との報道があった（2000年８月31日付サンファン地元紙：

Diario de Cuyo紙）。この動きは、今後の両国国境付近に点在する有望鉱床（Veladero、

Pascua-Lama等）の探鉱・開発活動の活発化を予期するものであり、CIPCAMIの存在は、

サンファン州のみならず周辺各州における鉱廃水対策への旗印として、より高いインパクト

を与えるものである。

　さらに現在、その活動はCIPCAMIのC/Pに対する技術移転が中心であり、今後外部機関

への研修等が実施されるようになれば、その知名度が研修受講者や各メディアを通じて、飛

躍的に向上する可能性を十分に秘めている。
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　反面、本プロジェクトサイトであるサンファン州において、非鉄金属の稼働鉱山がなく、

乾燥地域のため旧探鉱跡地等からの廃水についても蒸発または地下水浸透しており、鉱害が

表流水等の目に見える形になっていないためかC/P等の鉱害への実感がいまだ低いように感

じられた。

（負のインパクト）

　認められない。

　したがって、現時点においてプロジェクト目標レベル、上位目標レベルともにインパクト

は小さいと判断されるが、アルゼンティン共和国の鉱業振興並びに環境保全政策の観点か

ら、アルゼンティン・チリ鉱業統合条約の発効により鉱山活動の活発化に伴う鉱廃水処理対

策等、今後の本プロジェクトに対する期待は非常に高く、その将来的インパクトは非常に大

きい。

３－２－４　計画の妥当性

「プロジェクト目標」「上位目標」はプロジェクトの目標として妥当性があるか。

　計画の妥当性は、高い

「プロジェクト目標」

　CIPCAMIが鉱物資源開発に伴う水質保全管理技術者を養成できるようになる。

「上位目標」

　最低６州（サンファン、メンドサ、サン・ルイス、ラ・リオハ、カタマルカ、サルタ）の水質

保全管理技術者がCIPCAMIで養成される。

　本プロジェクトの背景として、鉱業セクターは、資源が豊富であり、国内経済を支える柱と

して、さらに外貨獲得の重要な産業として位置づけられている。アルゼンティンにおいては、

1989年のメネム政権誕生以降、政治的・経済的な安定化が図られ、特に同国の北西部地域を

中心とした鉱業資源ポテンシャルの高さを認識し、「世界最後の鉱業フロンティア」と位置づ

け、積極的な鉱業振興外貨導入支援策を展開する一方、急激な鉱山開発に伴う鉱害防止対策に

開発段階から重点を置くことにより、開発と環境の両立を図ろうとしている。また1999年１

２月野党であるデラルア政権に交替しても政策として開発と環境の両立は、一貫しており、ま

た2000年８月にアルゼンティン・チリ鉱業統合条約が発効されたことから、南米最大の金鉱

山となるPasucua-Lama鉱床の開発は促進すると予想され、鉱害防止対策の重要度合いが更に

増すところである。また州政府においても政策は同様であり、政策の一貫性については、政府

経済省及びサンファン州を表敬した折確認している。

　したがって各州職員及び民間企業における鉱山公害防止業務を担当する者に対する鉱山公害
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防止対策研究センター（CIPCAMI）による水質保全技術管理者の養成は不可欠と考えられるの

で、当プロジェクトの目標及び上位目標の妥当性は高い。

　ただし、水質保全技術管理者が単なる修了証書を与えられた者でなく、国レベルの権威づけ

られた資格者として、鉱山開発に関わる公害防止技術管理を確実に実行するためには、今後法

整備の必要性があると考える。

３－２－５　自立発展性

（１） 政策的側面

１）　国・州政府の鉱業振興政策

　国・州政府とも、開発戦略として環境と調和した鉱業振興政策の方針には変更はない。

また、８月29日にアルゼンティン・チリ鉱業統合条約が、チリ国会で批准され、協定が正

式に発効した。こうした政策的な動向に協調して、鉱山活動が活発化するものと期待され

るところ、鉱山公害防止対策の必要性もますます重要になってくるものと思われる。

２）　中央政府の支援

　今般の第４回合同調整委員会においても、中央政府からプロジェクトダイレクターが出

席し、本件プロジェクトに対する継続的支援を強調していた。今後、プロジェクト活動が

自らの能力レベルを向上させるために、サンファン州を含めた６州からの水質管理技術者

の研修と展開する段階においては、州政府の権限だけでは自ずから限界があるところ、中

央政府からの積極的支援は不可欠となろう。

３）　水質保全管理技術者への公的資格付与

　水質保全管理技術者に対する公的資格を整備し、その認定機関の１つとしてCIPCAMI

を位置づける件に関し、CIPCAMI所長は同センターで所定の研修を受講した者に対し

て、州レベルでオーソライズされたDiplomaを出すことは問題ないとしている。今後は、

右施策を確実に実行に移すとともに、かかるレベルから段階を追って公的資格化すること

が必要である。

（２） 組織的側面

１）　CIPCAMIの中期計画

　CIPCAMIは、センターの内部活動の強化、外部活動への展開のための政策的活動（各

種機関との連携）の実施、競争力強化のための方策といった、段階的なセンターの組織力

強化のための中期計画を策定している。本件プロジェクトは、その第１段階に相当するわ

けであるが、今後、プロジェクトの着実な成果を上げ、基礎能力を蓄積したうえで、中期

計画に則った更なる展開が期待される。
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２）　C/Pの人員確保、定着

　1999年12月の政権交替へのTransitionの過程で、C/P配置に遅れや再配置が行われ、プ

ロジェクトの進捗に影響を及ぼしたが、政権交替後は、州政府からの政策的支援もあり、

当初計画以上のC/Pが配置されている。ただし、CIPCAMI職員の待遇レベルは決して十

分なものではなく、センター長自らも、職員に対し他の民間企業から好待遇での引き合い

があった場合、職員個人の生活にも関わることであり、定着を強制することはできないと

している。C/P定着を促進するためには、上記中期計画に基づいたCIPCAMIの組織的発

展が不可欠であろう。

（３） 財政的側面

１）　予算確保

　CIPCAMIの予算は、その執行手続きに時間を要し、プロジェクトの進捗に影響を及ぼ

したことはあるものの、2000年＄323,180.50、2001年＄304,480.50、2002年＄294,480.50

が確保される予定である。ただし、現時点では、技術者の育成段階にあるため、予算は消

化するのみであるが、先方は一刻も早くCIPCAMI職員の技術力を獲得し、他機関からの

各種分析依頼を受注できる状況にならなければいけないとの強い意識を有している。

（４） 技術的側面

１）　CIPCAMI技術者のレベル向上

　先方は、現時点においても大企業も含め各企業等から分析の問い合わせが頻繁にある

が、技術力に不安があるため、受注に応じていない状況にある。現在CIPCAMIを分析機

関として国際的認証を得るべく、他の民間コンサルタントと協定を結ぶといったことも検

討中の由であるが、まずは、本件プロジェクトの目標を計画的に達成し、基礎的技術力を

早急に確立することが必要である。

２）　マニュアルの整備

　CIPCAMIの技術力を確立し、プロジェクト終了後もその体制を維持していくために

は、長期専門家が移転する技術を文書に残して体系化することが重要である。このため、

現在各分野でマニュアルを作成しているが、必要に応じた補強も実施し、理論から実践に

至るまで専門家の移転技術を体系化して残すことが必要である。

３－２－６　教訓・提言

　前節で述べたように、機材据え付けの遅れ、建屋の改築の遅れ、C/Pの配置の遅れ、試薬等

の調達の遅れ等により、当初計画より若干の遅れは認められる。しかしながら、現在のマネー
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ジメントスタッフの熱意、C/Pの配置の充実に加え、専門家及びC/Pの仕事の確認、責任分担

及びそれらの問題点・改良点等が、本調査団のヒアリング及び精力的な協議の結果明らかと

なったので、今後の活動の促進によって、今までの遅れを取り戻すことが可能と思われる。ま

た、同時に上位目標である自立的発展性を高めていくことが期待される。

　以下に、今回のヒアリングによる調査及び活発な議論等から明らかになった問題点を整理

し、また、精力的な協議の結果得られた解決策を提言としてまとめる。さらに、今回のプロ

ジェクトを進める課程で明らかになった教訓についても簡単にまとめる。

（１） 問題点について

　今回のヒアリングによる調査及び活発な議論を通して明らかになった問題点を列挙すると

以下の点に絞られる。

ａ）　建屋の改築の遅れ

ｂ）　機材の据え付けの遅れ

ｃ）　C/Pの配置の遅れ及び人員不足

ｄ）　政権交代に伴うC/Pの配置の不連続性

ｅ）　ローカルコストによる試薬調達の遅れ

ｆ）　コミュニケーションの徹底不足

ｇ）　APO、POに基づく具体的実施計画の策定

ｈ）　技術移転内容の文章化

ｉ）　各専門分野の技術交流

ｊ）　技術内容の継承性

ｋ）　自立発展性の方策

（２） 提言

　前項で列挙した問題点を解決するための方策を真剣に議論し、双方が合意した点を提言と

してミニッツにまとめて記載した。

１）　選鉱・製錬、化学分析、廃水処理の３分野のインテグレーション

　例えば、化学分析のC/Pが砒素の分析を依頼された場合、選鉱製錬のどのプロセスから

出され、どういう廃水処理をした後に排出されたものか知る必要がある。このように、各

分野の技術移転にあたっては、相互の連携を密にすることが各技術分野の効率性を向上さ

せるためにも、また、自らが研修プログラムを組むためにも必要である。現在日常的な活

動の中で行われている面も多いと思われるが、改めてC/Pの連携を意識させるような指導

を行うことを認識した。既に、各分野で実施しているセミナーに他の分野のC/Pも参加す
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る活動も行われているが、これら活動の更なる充実が望まれる。

２）　詳細計画の説明

　POには各移転活動の実施期間が記載されているが、その期間にいつ、どのような詳細

項目を実施するのか記載されていない。このために、スケジュールが遅延しているなか、

アルゼンティン側にとっていかなるプロセスで専門家が遅れを回復しようとしているのか

理解できず、それが遠因となってあらぬ誤解を生じさせている面が少なからず見受けられ

た。このため、かかる事項が理解可能な資料（詳細計画）をもって、専門家がC/Pの各分野

の室長を中心に説明し、室長が適宜CIPCAMIのManagement Levelにも情報を伝達する

一方、専門家はその旨リーダー等Administration Levelとも情報を共有し、日本・アル

ゼンティン相互の意思疎通を円滑にするといった、コミュニケーション伝達の制度化を図

ることとした。

３）　教育用マニュアルの増強

　各専門家ともそれぞれに適当な方法で技術移転を行っているが、必ずしも移転技術につ

いて理論から実践へのプロセスがまとまった形で残されていない部分があるために、政権

交代後に新たに配置されたC/Pが、過去に専門家から指導された技術体系を復習するうえ

で困難が生じている面がある。このため、専門家によるこれまでの指導技術体系も含め、

現在CIPCAMIが外部研修で使用するマニュアルを作成中であり、不足している部分をマ

ニュアルに追記し補強することとし、必要に応じ東京からも技術支援することとした。

４）　自立発展性確保のための方策

　プロジェクトの中間期にあたり、技術移転の進捗の遅延回復に注力する一方、プロジェ

クトの自立発展性の確保に向けた方策を講じる必要がある。そのためには、移転された技

術の確実な消化吸収及びレベルアップを図るとともに、これから計画されている研修の確

実な実施、及びそれに向けた研修生確保策を検討する必要がある。

　また、水質保全管理技術者への公的資格付与が重要である。
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第４章　運営指導結果

４－１　水質保全管理技術者

　上記定義について、2000年４月開催の合同調整委員会において確認されており、内容は、以下

のとおり。

＜水質保全技術管理者とは＞

　各州職員（サンファン州及びその他の州）において「鉱山公害防止業務」を担当する職員で鉱山

公害防止対策研究センターが開催する所定の研修を終了した者をいう。

　民間企業においては、「鉱山公害防止業務」を担当する者で鉱山公害防止対策研究センターが

開催する所定の研修を終了した者をいう。

＜位置づけについて＞

　鉱山公害防止対策研究センターで「水質保全管理技術者研修」を受講し、最終試験に合格した

者に対して研修コース受講証書を交付することとしている。

・妥当性

　水質保全管理技術者に対する妥当性は、「高い」と結論づける。

　その根拠は、アルゼンティン・チリ鉱業統合条約の発効に伴う鉱山活動の活発化により、

鉱廃水等に起因する周辺環境への影響が懸念されている。そのような中で、国・州政府の掲

げる鉱業振興並びに環境保全政策を踏まえ、その環境面に対する事前対策の必要性から、本

プロジェクトの意義は非常に高く、プロジェクト目標並びに上位目標の達成、つまり水質保

全管理技術者の養成は、今後のアルゼンティンにおける鉱業振興・環境保全政策を進めるう

えで必要不可欠である。したがって、本資格の法制化（鉱業法中での規定がない）並びに

CIPCAMIがその認定機関としての位置づけが公的になされることが非常に大きな意味を持

つと考える。

　水質保全管理技術者の定義については、2000年４月19日に開催された第３回合同調整委

員会にて承認済みである。しかし、日本における同様の国家資格として、鉱害防止係員、公

害防止管理技術者（水質）等があり、日本国内での現状を踏まえたうえで、国内支援委員会で

の本資格付与に必要な研修期間や内容等について、サポートを求めることも必要であろう。

　本プロジェクトを取り巻く環境からも、水質保全管理技術者がCIPCAMIで養成される際

に発効されるCIPCAMI（＝州）公認のDiplomaの持つ有効性及び権威づけの早期整備につい

て、段階的にでも明確にすることが今後の継続性・発展性を高めるものと考える。
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４－２　セミナー実施概要

１．開 催 日 　2000年９月４日11時30分～13時40分

２．開催場所 　アルゼンティン共和国鉱山公害防止対策研究センター会議室

３．テ ー マ 　鉱害防止積立金制度

４．説 明 者 　高田和雄（通商産業省環境立地局鉱山保安課鉱防止業務班長）

　　通　　訳 　藤園無辺

５．参 加 者 　国、州政府、民間会社及びCIPCAMI関係者　約30名

６．概　　要

・日本における金属鉱業

・鉱害防止事業の概要

・金属鉱業等鉱害防止対策特別措置法の概要

・鉱害防止積立金制度

について説明をした。

７．質 問 等

　松尾鉱山に関する補助金額

　国の鉱害防止に関する補助金額

８．要　　望

　金属鉱業等鉱害防止対策特別措置法及び規則の英訳版できればスペイン語訳版を要望。
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第５章　所　見

５－１　国内委員長所見（技術的側面から）

　本プロジェクトの目的は鉱山開発をする前に鉱山開発に伴う環境汚染を未然に防止することに

あり、その必要性は政権交代後も変化がなく、むしろ前述したようにチリとの協定の発効に伴い

重要度が高まってきていて、タイミングとしても当を得たものとなっている。

　技術移転のプログラムは当初計画したものに特に問題はないが、サンファン州の鉱山開発の気

運の高まりと、CIPCAMIの自立的発展意識の高揚に伴い、今後の効率的な技術移転を実施するに

あたっては、多くの技術項目の中でその優先順位を協議するなど、自立発展性を助長する方向で

進めることも必要と思われる。しかしながら、自立発展性を急ぐあまり、例えば、分析項目を増

やすこと（BOD、COD等）の要望が強くなってくると思われるが、基本となる技術の着実な技術移

転を見失わないことが肝要である。

　プロジェクト開始当初はC/Pの実践経験の未熟さや、実力程度の把握、文化の違い等による技術

移転の困難さも見受けられていたが、技術修得度の調査、技術会議の導入、セミナーの開始等で

技術移転が効率的に行われつつあり、初期の技術移転の目標は達成可能と思われる。

　政権の交代や低賃金によるC/Pの定着性の低さ、及び優秀な人材の確保の困難さ等で移転技術の

継承性が今後大きな課題となると思われるが、CIPCAMIの今後の自立発展性を確保する意味で、

技術移転内容の文章化した技術マニュアルの補強を図るとともに、アルゼンティン側にも優秀な

人材を確保する方策を確認していく必要がある。

　また、現在のC/Pに女性が多いことによる障害、例えば選鉱分野における試料作製時の力仕事、

廃水処理分野における現地サンプリングの困難さ等、に関してはアルバイトによる補助作業の活

用等の解消策も技術移転を促進する大きな要因となるので、アルゼンティン側の認識を促す必要

がある。

　また、機材不足をカバーするためや、技術移転の効率性をあげるために過度な作業の実施を避

けるなど、実施計画作成にあたっては安全面を十分考慮する必要がある。

５－２　総合所見

　本件運営指導調査団は、８月28日から、工業・商業・鉱業庁、サンファン州知事及び経済省を

表敬した後、CIPCAMI関係者及び長期専門家を交え、本件中間評価について協議・ヒアリングを

実施し、その結果をM/Mに取りまとめたうえで、９月５日、第４回合同調整委員会の席上、署名

を了したところ、一連の協議を通じた団長としての所見は、次のとおり。

　なお、調査団の訪亜については、地元報道機関（新聞、テレビ）に紹介される一方、４日に開催

された鉱害防止積立金制度にかかるセミナーに、30名を越える鉱山関係者を集めるなど、一定の
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広報効果もあったところ、その旨併せ報告する。

（１） 中間評価総論

　本件プロジェクトの評価５項目に基づいた中間評価結果の概要説明は３．に譲るが、中間時

点で達成すべき進捗としては、開始当初の建屋建設、機材投入の遅れ等もあり、全体としてや

や低いといわざるを得ない。

（２） 本件プロジェクトに対する熱意

　ただし、1999年12月の政権交代以降、新たに配置された国・州関係者、特にCIPCAMI所長

の同センター自立に向けての体制整備にかける熱意は極めて高く、その意味で本件プロジェク

トに対する期待も高いことが伺われた。特に、同センターの中期計画を作成し、他機関の依頼

に応じたサービス提供が可能となるようストーリーを具体的に描くなど、現実性の有無はとも

かくとしても、CIPCAMIのあるべき姿と現状を比較し、何をすべきかを的確に見据えようと

する積極的な姿勢は高く評価できよう（中期計画の一環として、対象鉱物の銅への拡大、処理

対象を土壌、大気まで展開することを骨子とする案件（フェーズ２）を、政府部内で正式要請手

続き中の由。調査団からは公式な回答は避けるが、ODA、なかんずくJICA予算の厳しい状況

について一般論として付言しておいた）。

（３） プロジェクトを取り巻く環境

　調査団訪問中、これまで両国で懸案となっていたアルゼンティン・チリ鉱業統合条約が、８

月29日にチリ国会で批准され、協定が正式に発効する旨報道があった（８月31日地元紙Diario

de Cuyo紙）。これに伴い、Veladero、Pascua-Lama鉱山等操業のためのプラントづくりが具

体的に開始されつつある由であり（９月３日Economia誌）、既に確認されている国・州政府の

鉱業振興政策に基づき、鉱山活動が活発化するものと期待される。鉱山開発が進むと、サイト

までのアクセスに優れた地形条件を持つアルゼンティン側に選鉱場、堆積場が造られる計画で

あり、その場合、鉱山廃水の的確な処理が喫緊の課題となる。かかる観点から、本件プロジェ

クトは先見性に富んだものであり、現在置かれた環境から判断するにプロジェクトの実施は、

誠に時宜を得たものといえよう。

（４） 中間評価結果要約

　かかる環境下において、本件プロジェクトの中間評価を行い、その内容をM/Mに記載した

ところ、結果を要約すると次のとおり。

１）　実施の効率性

　建屋建設、機材投入の遅れ、C/P配置の遅れ、日本・アルゼンティン相互のコミュニケー

ションの不一致に起因する試薬等の手配の遅れ等、効率的な投入が図られたとはいい難い面

があったが、政権交替後はC/P配置の増加等改善が見られており、その点を勘案し「若干の

遅れ」との評価を行った。
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２）　目標達成度

　上記投入の遅れを主因とした初期投入が大幅に遅延した結果、C/Pへの技術移転が本格的

に始まったのは1999年６月以降となった。また、昨年12月の政権交替に伴い、多くのC/Pの

異動があったことが、技術移転の一貫性に支障を生じさせた。このため、各分野の目標達成

度ともPOに記載されているスケジュールに比べ、50％を下回る結果となっており、現時点

での目標達成度は「低い」と評価した。ただし、各専門家とも、プロジェクト終了時までには

遅れを取り戻せるよう種々の工夫をしており、今後の改善が期待される。

３）　インパクト

　CIPCAMIの存在は各種セミナーの実施や広報用パンフレットの活用などにより、政府・

大学関係者を中心に広がりつつあるが、プロジェクトの実質的な開始から１年弱しか経過し

ていないこともあり、現時点でのインパクトは「小さい」と評価した。ただし、アルゼンティ

ン・チリ鉱業統合条約の発効など、本件プロジェクトのインパクトを高める要因が出てきて

おり、将来の見通しには期待できる。

４）　計画の妥当性

　国・州政府の鉱業振興政策は、政権交替後も一貫している。また、上記統合条約の発効な

ど、鉱山開発が具体的に進捗する環境が整いつつある中、水質保全管理技術者の育成の必要

性はますます高まると考えられる。したがって、現時点における計画の妥当性は、従前にも

増して「高い」といえよう。

５）　自立発展性

　上記統合条約を受け、Veladero、Pascua-Lama鉱山等操業のためのプラントづくりが具

体的に開始されつつある由であり、今後CIPCAMIの中期計画に従って水質分析能力が向上

すれば、同センターの事業展開には明るい見通しが期待できる。ただし、CIPCAMI職員の

待遇等の問題もあり、C/Pの定着は予断を許さない状況にあり、現時点での評価は「中程度」

とした。

（５） 今後の改善事項

　先方との協議では、所期の目標を再確認し、達成のために双方で最大限の努力を傾注するこ

とで認識の一致を見たが、その具体的な活動については、長期専門家とC/Pの間で技術移転に

関する認識のずれから生ずる誤解もあり、シビアな議論が行われる場面もあった。協議の結果

は、今後、専門家が移転活動を行ううえで次の３点を中心に改善することで、両者の意見の一

致を見、その旨M/Mに記載した。

１）　選鉱製錬、化学分析、廃水処理の三分野のインテグレーション

　例えば、化学分析のC/Pが、砒素が含まれる水の分析を依頼された場合、選鉱製錬のC/P

からどのプロセスで砒素が入ったのかを知ることが必要である。このように、各分野の技術
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移転にあたっては、相互の連携を密にすることが必要であり、日常的な移転活動の中で行わ

れている面も多いと思われるが、改めてC/Pに連携を意識させるような指導を行うことを確

認した。既に、各分野で行うセミナーに他の分野のC/Pも参加する活動も行われているが、

こうしたセミナーも分野相互の知識を向上するうえで有効である。

２）　詳細計画の説明

　POには各移転活動の実施期間が記載されているが、その期間にいつ、どのような項目を

実施するのか詳細が記載されていない。このために、スケジュールが遅延しているなか、先

方にとっていかなるプロセスで専門家が遅れを回復しようとしているのか理解できず、それ

が遠因となってあらぬ誤解を生じさせている面が少なからず見受けられた。このため、かか

る事項が理解可能な資料（詳細計画）をもって、専門家がC/Pの各分野の室長を中心に説明

し、室長から適宜CIPCAMIのManagement Levelにも情報を伝達する一方、専門家はその

旨リーダー等Administration Levelとも情報を共有し日本・アルゼンティン相互の意思疎

通を円滑にするといった、コミュニケーション伝達の制度化を図ることとした。

３）　教育用マニュアルの増強

　各専門家ともそれぞれに適当な方法で技術移転を行っているが、必ずしも移転技術につい

て理論から実践へのプロセスがまとまった形で残されていない部分があるために、政権交替

後に新たに配置されたC/Pが、過去に専門家から指導された技術体系を自ら学習するうえで

困難が生じている面がある。このため、専門家によるこれまでの指導技術体系も含め、現在

CIPCAMIが外部研修で使用するマニュアルを作成中であり、不足している部分をマニュア

ルに追記し補強することとし、必要に応じ東京からも技術支援することとした。

（６） 自立発展性確保のための方策

　プロジェクトの中間期にあたり、技術移転の進捗の遅延回復に注力する一方、プロジェクト

の自立発展性の確保に向けた方策を講じる必要がある。この点について、先方と協議した事項

は次の２点である。

１）　水質保全管理技術者への公的資格付与

　水質保全管理技術者の定義については、第３回合同調整委員会で確認されたところである

が、かかる定義に基づいた技術者に対する公的資格を整備し、その認定機関の１つとして

CIPCAMIを位置づけることは、CIPCAMIの自立性を高める最も有効な方策の１つであ

る。ただし、かかる資格は鉱業法の中でも規定されていない状況のなか、早急な解決を求め

ることは困難であろうが、少なくともCIPCAMIで所定の研修を受講した者に対し、先方

は、州レベルでオーソライズされたDiplomaを出すことは問題ないとしているところ、かか

るレベルから段階を追って公的資格化することが現実的と思われる。



－26－

２）　CIPCAMI技術者のレベル向上

　先方は、現時点においても大企業も含め各企業等から分析の問い合わせが頻繁にあるが、

仮に受注して誤った分析結果を出した場合は、信用が著しく損なわれることになるため、受

注に応じていない状況にあるとして、早急にCIPCAMIの技術力を向上させたいとの強い希

望を有している。現在CIPCAMIを分析機関として国際的認証を得るべく、他の民間コンサ

ルタントと協定を結ぶといったことも検討中の由であるが、まずは、本件プロジェクトの目

標を計画的に達成し、基礎的技術力を早急に確立することが必要であろう。



付　属　資　料

１．協議議事録（M/M）

２．CIPCAMI中期計画（ドラフト版）
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